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南 監 査 号 

令和６年８月２９日 

  

南幌町長 大 崎 貞 二 様 

 

南幌町監査委員 白 倉 敏 美 

南幌町監査委員 加 藤 真 悟 

 

 

令和５年度決算に基づく南幌町財政健全化及び経営健全化審査意見書 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１

項及び第２２条第１項の規定により、審査に付された令和５年度決算に基づく健全化

判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査し

た結果、その意見を次のとおり提出します。 

  

記 

 

１ 審査の対象 

  令和５年度南幌町各会計決算に基づく実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公

債費比率、将来負担比率（以下「健全化判断比率」という。）及びその算定の基礎と

なる事項を記載した書類、南幌町各公営企業会計（病院事業会計、下水道事業特別

会計、農業集落排水事業特別会計）決算に基づく資金不足比率及びその算定の基礎

となる事項を記載した書類 

 

２ 審査の期間 

  令和６年８月１９日（１日間）  

 

３ 審査の概要 

  私たち監査委員は審査に付された、健全化判断比率及び資金不足比率並びにその

算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼に

「南幌町 監査基準」に基づき審査した。 

 

４ 審査の結果 

(１) 総合意見 

審査に付された次の健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎と

なる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 
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(２) 健全化判断比率 

健全化判断比率 令和５年度 早期健全化基準 財政再生基準 

実 質 赤 字 比 率 － ％ １５．０％ ２０．０％ 

連結実質赤字比率 － ％ ２０．０％ ３０．０％ 

実 質 公 債 費 比 率 １１．７％ ２５．０％ ３５．０％ 

将 来 負 担 比 率 １１１．２％ ３５０．０％  

   ※実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、赤字額がないため「－」で

表示している。 

 

 (３) 資金不足比率 

特別会計の名称 
令和５年度 

資金不足比率 
経営健全化基準 

病 院 事 業 会 計 － ％ ２０．０％ 

下 水 道 事 業 特 別 会 計 － ％ ２０．０％ 

農業集落排水事業特別会計 － ％ ２０．０％ 

   ※資金不足比率については、いずれの会計についても資金不足額がないため

「－」で表示している。 

 

 (４) 個別意見 

   ①実質赤字比率について 

 令和５年度一般会計決算については、実質収支が黒字となっているため、

実質赤字比率は発生しない。 

 

   ②連結実質赤字比率について 

    令和５年度一般会計及び公営事業会計の連結決算については、連結実質収

支が黒字となっているため連結実質赤字比率は発生しない。 

 

   ③実質公債費比率について 

     令和５年度の実質公債費比率は１１．７％となっており、早期健全化基準

の２５．０％と比較すると１３．３％下回るとともに、起債にあたり許可を

必要とする基準の１８．０％を６．３％下回っている。 

単年度比率では、令和３年度１０．１％、令和４年度１２．１％、令和５

年度１２．８％となり、元利償還金の額が増加したことや、事業費補正によ

り基準財政需要額に算入された公債費及び災害復旧費等に係る基準財政需要

額がいずれも減少したことで、前年度と比較すると０．７％増加している。 
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     令和５年度も前年度同様、実質公債費比率は１８．０％を下回っており公

債費負担適正化計画の策定義務はない。 

 

   ④将来負担比率について 

    令和５年度の将来負担比率は１１１．２％となっており、早期健全化基準

の３５０．０％と比較すると、これを２３８．８％下回っており、将来的に

は健全段階の水準にある。 

令和４年度の将来負担比率１０７．９％との比較では３．３％増加してお

り、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示すこの指標は、今後注視してい

く必要がある。 

     

   ⑤資金不足比率について 

    本町では公営企業会計（病院事業会計、下水道事業特別会計、農業集落排

水事業特別会計）に関して、資金不足は生じていない。 

 

 (５) 是正改善を要する事項 

    特に指摘すべき事項はない。 

  


